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△ 代雲相続

Q :父の遺産を相続することになったので

すが、私には私自身の財産がそこそこありま

すので、亡父の遺産のうち私が相続する分を

直接私の長男に引き継がせたいと思います。

ところで、代襲相続という制度があると聞

きましたが、私が相続権を放棄すると、その

相続権を長男が引き継ぐことができますか。

A ●
● 相続の放棄をした場合は、代襲相続の

原因にはなりませんので、相続権を長男に直

接引き継がすことはできません。

【解説】

ある人の死亡によって相続が開始した場合、

その人（被相続人）と一定の身分関係のある

人が相続人となりますが、この場合、当然相

続人となるはずであった人が、既に亡くなっ

ていたり、あるいは相続欠格の事由に該当し

ていたり、廃除をされていたりして相続がで

きないことがあります。

に

こういう場合、その相続人に子がいるとき

、 その子を相続人として認める制度が代襲

相続です。被代襲者が兄弟姉妹である場合は、

代襲相続は一代に限りますが、被代襲者が子

である場合は、その子がいなければまた、そ

の子というように何代にも代襲相続が起こり

ます ◎

ご質問の場合の相続放棄は、代襲相続の原

因にはなりませんから、あなたが相続権を放

棄されたとしても、長男はあなたの放棄した

相続分を代襲相続することはできません。し

たがって、あなたの相続権を直接長男に引き

継がせることはできません。
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